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は
じ
め
に

前
近
代
の
社
会
に
お
け
る
災
害
に
対
す
る
認
識
に
つ
い
て
は
、
主
と
し
て
「
天
が

人
を
罰
す
る
た
め
に
災
害
を
起
こ
す
」
と
い
う
天
譴
思
想
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
て
き

た
と
い
え
よ
う①
。
こ
の
天
譴
思
想
は
特
に
古
代
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
と
と
も
に
、

近
世
に
お
い
て
も
そ
の
影
響
が
う
か
が
い
知
れ
る
観
念
で
あ
る
。
し
か
し
、
古
代
〜

近
世
ま
で
の
期
間
に
お
け
る
災
害
認
識
が
、
天
譴
思
想
の
み
で
論
じ
ら
れ
る
も
の
で

な
い
こ
と
も
自
明
で
あ
ろ
う
。
近
年
、
歴
史
災
害
の
被
害
実
態
の
研
究
が
展
開
さ
れ

て
い
る
一
方
で
、
そ
の
認
識
の
具
体
的
様
相
の
検
討
は
乏
し
い
。

地
震
認
識
に
つ
い
て
の
研
究
を
顧
み
る
と
、
早
く
は
西
岡
虎
之
助
氏②
が
、
歴
史
時

代
の
地
震
認
識
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
時
期
は
前
後
す
る
も
の
の
、「
天
譴
思
想
」・

「
祟
り
の
思
想
」（
い
わ
ゆ
る
御
霊
信
仰
）・「
災
異
思
想
」
の
三
つ
の
観
念
か
ら
地
震
を

捉
え
て
い
た
と
し
て
い
る
。
平
安
期
の
地
震
認
識
に
つ
い
て
保
立
道
久
氏③
は
、
怨
霊

に
よ
っ
て
災
害
が
引
き
起
こ
さ
れ
る
と
す
る
御
霊
信
仰
に
加
え
、
龍
神
信
仰
が
根
底

に
あ
り
、
地
震
等
の
災
害
は
怨
霊
あ
る
い
は
龍
神
に
よ
っ
て
発
生
す
る
と
認
識
し
て

い
た
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
認
識
の
背
景
要
因
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
要
素
の

み
に
求
め
る
傾
向
が
窺
え
る
。
地
震
認
識
の
研
究
が
こ
れ
ま
で
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
両
者
の
論
考
の
間
に
九
十
年
近
く
の
年
月
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
一
方
で
、
特
定
の
史
料
を
対
象
に
そ
の
記
主
個
人
の
認
識
に
迫
っ
た
研
究
は
い

く
つ
か
挙
げ
ら
れ
る④
。
こ
う
し
た
研
究
か
ら
受
け
継
ぐ
べ
き
点
は
、
地
震
の
規
模
や

被
害
で
は
な
く
、「
地
震
が
ど
の
よ
う
に
表
さ
れ
た
の
か
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
点

で
あ
る
。
認
識
を
分
析
す
る
う
え
で
、
記
録
の
な
さ
れ
方
や
そ
の
表
現
を
検
討
す
る

こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。
本
稿
で
地
震
記
録
の
表
現
を
対
象
と
す
る
の
は
そ
れ
ゆ
え

で
あ
る
。

ま
た
、
災
害
認
識
は
個
別
の
災
害
に
対
す
る
観
念
に
は
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
。
別
言
す
れ
ば
、
噴
火
や
水
害
な
ど
、
現
代
的
価
値
観
で
災
害
と
括
る
こ
と

の
で
き
る
事
象
を
包
括
し
て
「
災
害
観
」
と
み
な
し
、
検
討
し
て
き
た
。
し
か
し
、

災
害
と
い
う
枠
組
み
で
の
検
討
に
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
。
歴
史
時
代
に

お
い
て
地
震
と
い
う
現
象
は
、
天
文
現
象
の
異
変
と
同
類
の
事
象
と
し
て
兵
革
等
の

予
兆
、所
謂
「
変
異
」
や
「
災
異
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
お
り
、水
害
な
ど
他
の
「
災

害
」
と
異
な
る
認
識
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
災
害
」
認
識

と
し
て
で
は
な
く
個
別
の
現
象
ご
と
に
、
つ
ま
り
「
災
異
」
の
側
面
を
含
め
た
「
地

震
」
認
識
と
し
て
分
析
す
る
視
角
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
か
ら
、
中
世
に
特
徴
的
に
表
れ
る
地
震
記
録
表
現
に
着
目
し
、
そ
の
変
遷
を

人
的
・
社
会
的
実
態
と
地
震
実
態
の
双
方
か
ら
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
課
題

の
解
決
に
大
き
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
「
古
代
中
世
」

と
い
う
大
き
な
枠
組
み
で
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
「
災
害
認
識
」
を
、
近
世
と
の

連
続
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
「
中
世
」
に
焦
点
を
当
て
、
そ
の
「
地
震
認
識
」
を
検

討
す
る
。

以
上
を
踏
ま
え
、
本
研
究
で
は
以
下
の
視
角
か
ら
分
析
を
行
う
。
中
世
を
通
じ
て

記
録
表
現
に
み
る
中
世
日
本
の
地
震
認
識

濱　
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分
析
す
る
に
あ
た
り
、
地
震
記
録
の
な
か
の
特
定
の
表
現
に
編
年
的
に
着
目
す
る
。

詳
細
は
第
一
章
で
論
じ
る
が
、
そ
の
記
録
傾
向
と
し
て
中
世
特
有
と
い
え
る
性
質
を

も
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
表
現
を
「
地
震
動
表
現
」
と
定
義
・
表
記
し
、
こ

の
表
現
の
実
態
、
特
に
表
出
・
減
少
の
背
景
の
分
析
を
行
う
。
ま
ず
第
一
章
に
お
い

て
、
分
析
対
象
で
あ
る
「
地
震
動
表
現
」
の
性
質
や
時
代
変
遷
・
史
料
傾
向
か
ら
そ

の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
第
二
章
で
は
、
本
表
現
の
典
拠
典
籍
の
分
析
か
ら
、

そ
の
根
底
に
あ
る
認
識
の
検
討
を
行
う
。
第
三
章
で
は
、
第
一
・
二
章
を
踏
ま
え
、

「
地
震
動
表
現
」
の
登
場
・
衰
退
の
背
景
を
検
討
す
る
。
こ
れ
ら
の
分
析
に
よ
り
、
中

世
に
お
け
る
地
震
認
識
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
一
章　
「
地
震
動
表
現
」
の
実
態

本
稿
で
対
象
と
す
る
地
震
記
録
中
の
表
現
は
、
表
現
を
示
す
用
語
す
ら
規
定
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
章
で
は
改
め
て
本
表
現
の
定
義
や
表
出
の
形
態
な

ど
、
そ
の
全
体
像
を
示
し
た
い
。

第
一
節　
「
地
震
動
表
現
」
の
性
質

ま
ず
、
ど
う
い
っ
た
表
現
を
「
地
震
動
表
現
」
と
み
る
べ
き
か
、
そ
の
定
義
を
明

示
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
う
え
で
、本
表
現
に
言
及
し
て
い
る
先
行
研
究
の
成
果
と
、

こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
な
が
ら
も
主
た
る
研
究
対
象
と
な
り
え
な
か
っ
た
背
景
に
触
れ

て
お
き
た
い
。

地
震
記
録
中
に
み
ら
れ
る
表
現
の
う
ち
、
多
く
は
地
震
の
実
態
的
な
性
質
を
表
す

も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
大
動
」「
小
動
」
な
ど
の
地
震
動
の
揺
れ
の
大
き
さ
や
程

度
を
表
す
表
現
で
あ
る
。
他
方
で
、「
悪
動
」、「
吉
動
」
な
ど
の
地
震
の
吉
凶
や
意
味

を
示
し
た
表
現
が
あ
る
。「
地
震
動
表
現
」は
後
者
に
分
類
さ
れ
る
表
現
で
あ
る
。
地

震
に
吉
凶
が
存
在
す
る
と
い
う
の
は
、〈
地
震
＝
災
害
〉
と
い
う
認
識
が
一
般
的
と

な
っ
た
現
代
の
感
覚
か
ら
は
理
解
し
に
く
い
が
、
歴
史
時
代
に
お
い
て
地
震
は
そ
れ

自
体
が
災
害
（
災
厄
）
と
い
う
認
識
で
あ
る
と
同
時
に
、災
害
や
凶
事
等
を
予
兆
す
る

現
象
で
も
あ
っ
た⑤
。
ま
た
本
表
現
に
特
徴
的
な
の
は
、
吉
凶
に
複
数
の
カ
テ
ゴ
リ
が

存
在
し
、
特
定
の
基
準
を
基
に
そ
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
カ

テ
ゴ
リ
は
、
主
に
龍
神
動
・
火
神
動
・
金
翅
鳥
動
・
天
王
動
（
帝
釈
動
）
の
四
種
に
分

け
ら
れ
て
お
り
、
加
え
て
水
神
動
が
み
ら
れ
る
。
本
研
究
で
は
、
こ
の
「
龍
神
・
火

神
・
金
翅
鳥
・
天
王
（
帝
釈
）・
水
神
＋
動
」
と
い
う
表
記
で
な
さ
れ
て
い
る
表
現
を

「
地
震
動
表
現
」
と
定
義
す
る
こ
と
と
す
る
。

次
に
、
先
行
研
究
に
お
け
る
「
地
震
動
表
現
」
の
評
価
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

本
表
現
に
言
及
の
あ
る
先
行
研
究⑥
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
そ
の
「
○
○
動
」
と
い
う
表

現
を
「
○
○
が
動
い
た
（
た
め
に
起
き
た
）」
の
よ
う
に
、
地
震
発
生
の
原
因
を
示
す

表
現
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

西
山
氏
や
黒
田
日
出
男
氏⑦
は
、
仏
教
注
釈
書
『
大
智
度
論
』
や
室
町
期
編
纂
の
百

科
辞
書
『
塵
添

嚢
抄
』
に
地
震
動
の
種
類
と
し
て
「
龍
神
動
」
な
ど
（
本
研
究
に
お

け
る
「
地
震
動
表
現
」）
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
言
及
し
て
お
り
、そ
れ
ら
の
典
籍

に
お
い
て
地
震
動
を
分
類
す
る
概
念
が
存
在
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し

か
し
留
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
黒
田
氏
は
あ
く
ま
で
「
龍
神
動
」
と
い
う
表
現
に

着
目
し
、
中
世
の
国
土
観
や
災
害
観
に
怨
霊
信
仰
や
龍
（
龍
神
）
が
大
き
な
存
在
で

あ
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
保
立
道
久
氏
も
ま
た
、
平
安
前
期
以
来

十
二
世
紀
に
至
る
ま
で
、
雷
、
地
震
、
火
山
噴
火
は
い
ず
れ
も
怨
霊
及
び
龍
神
の
活
動

と
見
な
さ
れ
て
き
た
、
す
な
わ
ち
龍
神
・
怨
霊
信
仰
で
あ
っ
た⑧
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

他
方
、
国
文
学
的
視
角
に
よ
る
児
島
啓
佑
氏
の
研
究⑨
は
、『
愚
管
抄
』⑩

に
お
け
る
元

暦
二
年
（
一
一
八
五
）
の
地
震
に
つ
い
て
の
記
述
中
に
あ
る
「
龍
王
動
」
と
い
う
表
現

に
つ
い
て
、
黒
田
氏
や
保
立
氏
が
指
摘
し
た
龍
神
信
仰
や
怨
霊
信
仰
で
は
な
く
、「
経

典
由
来
の
天
文
知
識
の
引
用
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
所
説
」⑪

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、そ

の
地
震
分
類
の
う
ち
の
一
種
で
あ
る
「
龍
神
動
」
や
「
龍
王
動
」
と
い
う
概
念
と
、
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当
時
の
平
家
と
龍
と
の
結
び
つ
き
の
イ
メ
ー
ジ
が
同
時
期
に
表
出
し
た
結
果
と
し
て

『
愚
管
抄
』
の
著
者
慈
円
が
表
し
た
表
現
で
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

今
井

氏
は
、
陰
陽
寮
に
よ
る
地
震
勘
文
中
に
表
れ
る
本
表
現
に
着
目
し
、
こ
れ

を
「
宿
曜
地
震
占
」
と
捉
え
て
分
析
を
行
っ
て
い
る⑫
。
氏
は
、
小
島
濤
山
著
『
地
震

考
』
や
『
大
日
本
地
震
之
図
』
な
ど
の
江
戸
期
に
出
版
さ
れ
た
書
物
や
絵
図
に
お
い

て
、「
地
震
動
表
現
」
が
記
さ
れ
て
い
る
点
を
挙
げ
て
い
る⑬
が
、
そ
れ
ら
と
の
関
連
を

示
唆
す
る
に
留
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
先
行
研
究
か
ら
、
黒
田
氏
・
児
島
氏
・
今
井
氏
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に

「
地
震
動
表
現
」
の
出
典
が
仏
教
注
釈
書
『
大
智
度
論
』
で
あ
っ
た
点
が
明
ら
か
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
先
行
研
究
全
体
と
し
て
こ
う
し
た
地
震
動
を
分
類
す
る
概

念
の
具
体
的
な
実
態
や
時
期
的
偏
差
・
変
遷
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、

こ
の
表
現
に
着
目
し
た
通
時
的
な
検
討
は
こ
れ
ま
で
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
本
稿
は
災

害
に
関
す
る
特
定
の
表
現
を
対
象
と
し
て
通
時
的
な
検
討
を
行
う
研
究
と
し
て
は
、

端
緒
と
な
る
も
の
と
考
え
る
。

第
二
節　

記
録
傾
向
と
そ
の
変
遷

以
上
の
「
地
震
動
表
現
」
の
定
義
を
ふ
ま
え
、
本
節
で
は
「
地
震
動
表
現
」
が
ど

の
よ
う
に
記
録
に
表
れ
る
の
か
と
い
っ
た
点
に
加
え
て
、
時
代
と
と
も
に
ど
の
よ
う

な
変
化
を
遂
げ
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
変
遷
を
記
録
傾
向
か
ら
み
る
こ
と
で
、
全
体

像
の
理
解
の
一
助
と
し
た
い
。

ま
ず
は
、「
地
震
動
表
現
」の
記
録
全
体
の
時
代
的
な
傾
向
を
み
て
い
き
た
い
。【
図

1
】
は
、
確
認
で
き
た
本
表
現
の
記
録
年
代
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
時
点
で
確

認
で
き
た
全
二
五
一
件
の
記
録
年
代
は
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
〜
慶
長
十
三
年

（
一
六
〇
八
）
ま
で
の
期
間
と
な
っ
て
お
り
、
中
世
初
期
に
表
出
し
、
中
世
末
期
ま
で

み
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
突
如
み
ら
れ
な
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
先
述
の
よ
う

に
、
本
表
現
は
主
に
中
世
に
特
徴
的
に
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。で

は
、「
地
震
動
表
現
」
が
記
録
上
に
ど
の
よ
う
な
形
で
表
れ
る
の
か
、
史
料
を
挙

げ
な
が
ら
検
討
し
た
い
。
次
に
挙
げ
る
【
史
料
一
】
は
、「
地
震
動
表
現
」
の
初
見
記

録
と
考
え
ら
れ
る
史
料
で
あ
る
。

【
史
料
一
】『
安
倍
泰
親
朝
臣
記
』
永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
二
月
条⑭

二
月

謹
奏

今
月
四
日
戊
寅
亥
時
地
震
、
声
レ
音
、

謹
検
、
天
文
録
云
、
春
秋
緯
云
、
地
動
、
侫
者
執
政
、
君
子
在
レ
野
、
小
人
在
レ
位
、

又
曰
地
動
、
下
謀
レ
上
、
張
衡
上
書
曰
、
地
動
震
者
、
民
擾
、
京
房
妖
占
曰
、
地
春

動
、
歲
不
レ
昌
、
天
地
瑞
祥
志
云
、
二
月
地
動
、
卅
日
有
二
兵
起
一
、
又
云
、
月
在
二

胃
宿
一
、
地
地
動
、
盜
賊
多
、
內
論
曰
、
月
行
胃
宿
者
、
水
神
所
レ
動
、
年
不
レ
宜

レ
麦
、
天
子
凶
、
大
臣
受
レ
殃
、
天
鏡
経
云
、
地
動
、
国
有
二
陰
謀
一
、
皇
后
当
レ
之
、

災
異
占
云
、
地
震
疾
疫
起
、
春
秋
曰
、
地
動
、
君
主
不
レ
安
、
鍾
律
災
異
曰
、
地

動
、
其
国
有
レ
喪
、

右
地
震
占
、
謹
以
申
聞
謹
奏
、

永
萬
二
年
二
月
六
日　

―
業
俊　

　
　
　
　
　
　
　
　
　

―
泰
親

【
史
料
一
】
は
、
平
安
末
期
の
陰
陽
師
・
安
倍
泰
親
が
天
変
に
際
し
て
奏
上
し
た
密

奏
な
ど
を
集
め
た
も
の
で
あ
る
『
安
倍
泰
親
朝
臣
記
』
の
う
ち
、
永
万
二
年
二
月
四

日
に
発
生
し
た
地
震
に
対
す
る
勘
文
で
あ
る
。
地
震
が
発
生
し
た
月
日
・
時
刻
に
続

い
て
、「
天
文
録
」
等
の
典
籍
を
引
用
し
、
そ
の
地
震
が
何
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る

か
と
い
う
内
容
が
い
く
つ
か
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
、「
內
論
」
と
い
う
典

籍
か
ら
引
用
さ
れ
た
内
容
と
し
て
「
月
行
胃
宿
者
、
水
神
所
レ
動
、
年
不
レ
宜
レ
麦
、
天
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【図 1】Ⓐ地震動表現記録数の変遷（1166-1430） 【図 1】Ⓑ地震動表現記録数の変遷（1431-1608）
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子
凶
、
大
臣
受
殃
」
と
あ
り
、「
水
神
所
動
」
と
い
う
形
で
「
地
震
動
表
現
」
が
記
さ

れ
て
い
る
。

【
史
料
二
】『
山
槐
記
』
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
六
月
一
日
条⑮

一
日
、
戊
子
、
天
晴
、（
中
略
）
今
夜
丑
刻
地
震
云
々
、
後
日
陰
陽
大
允
安
倍
泰
茂

来
云
、
去
月
廿
八
日
地
震
、
共
金
翅
鳥
動
也
、
后
宮
御
慎
也
者
、

次
に
挙
げ
た
【
史
料
二
】
で
は
、
六
月
一
日
の
夜
に
地
震
が
発
生
し
、
後
日
陰
陽

大
允
で
あ
る
安
倍
泰
茂
が
、
こ
の
地
震
と
先
月
二
十
八
日
に
発
生
し
た
地
震
は
共
に

「
金
翅
鳥
動
」
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。【
史
料
一
、
二
】
と
も
に

「
地
震
動
表
現
」
の
発
信
者
が
陰
陽
師
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、こ
の
点
は
通
時

的
に
み
ら
れ
る
性
質
で
あ
る
。「
地
震
動
表
現
」
記
録
の
う
ち
、そ
の
発
信
者
が
明
確

な
記
録
の
統
計
が
【
図
2
】
で
あ
る
。
地
震
動
を
特
定
す
る
主
体
者
つ
ま
り
「
地
震

動
表
現
」
の
発
信
者
は
、
室
町
期
の
陰
陽
師
・
賀
茂
在
方
が
十
七
件
と
最
多
で
あ
る
。

次
い
で
、
室
町
期
の
政
治
・
宗
教
面
に
多
大
な
影
響
力
を
も
っ
た
真
言
僧
・
三
宝
院

満
済
の
十
四
件
、
陰
陽
師
・
安
倍
有
盛
の
八
件
と
な
っ
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た
者
は

み
な
室
町
期
の
人
物
で
あ
る
が
、
記
録
全
体
を
通
じ
て
そ
の
殆
ど
が
陰
陽
師
と
な
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
世
に
お
け
る
「
地
震
動
表
現
」
の
主
な
発
信
者
は
陰
陽
師
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、「
地
震
動
表
現
」
が
記
さ
れ
る
史
料
に
つ
い
て
も
、【
史
料
一
】

の
よ
う
な
陰
陽
師
に
よ
る
地
震
勘
文
中
に
多
く
窺
え
る
。
陰
陽
師
達
が
こ
の
「
地
震

動
表
現
」
を
使
用
し
て
い
た
背
景
に
つ
い
て
は
、
次
章
で
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し

た
い
。

第
三
節　

史
料
性
質
の
傾
向

「
地
震
動
表
現
」
を
記
録
す
る
史
料
の
性
質
と
し
て
は
、
先
述
し
た
通
り
、【
史
料

一
】
の
よ
う
に
陰
陽
師
に
よ
る
勘
文
を
集
め
た
記
録
や
、【
史
料
二
】
の
よ
う
に
陰
陽

師
か
ら
の
情
報
を
日
記
中
に
引
用
し
た
も
の
、
日
記
中
に
勘
文
自
体
を
引
用
し
た
も

の
な
ど
が
見
受
け
ら
れ
る
。
地
震
動
表
現
は
、『
吾
妻
鏡
』
や
『
百
練
抄
』
な
ど
の
歴

史
書
の
類
に
も
表
れ
る
が
、
そ
の
大
部
分
が
日
記
史
料
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
代

を
通
し
て
主
に
公
卿
に
よ
る
古
記
録
中
に
表
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
一
方
、
時
代
を
経

る
に
つ
れ
て
多
様
な
史
料
中
に
出
現
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
史
料
的
変
化
も
み
ら

れ
る
。
南
北
期
頃
か
ら
室
町
期
に
か
け
て
は
、
公
卿
だ
け
で
な
く
僧
侶
や
祇
官
な
ど

の
記
録
に
も
見
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。（
例
え
ば
、『
祇
園
執
行
日
記
』⑯
、『
東
院
毎
日

雑
々
記
』⑰
、『
吉
田
家
日
次
記
』⑱

な
ど
）
そ
う
し
た
記
主
の
多
様
化
に
加
え
、
例
え
ば
室
町

期
頃
に
は
、
辞
書
や
往
来
物
に
も
本
表
現
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
編

纂
物
に
お
い
て
は
発
生
し
た
地
震
に
対
す
る
地
震
動
の
判
断
で
は
な
く
、
地
震
動
表

現
の
概
念
自
体
が
総
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
の
も
特
徴
と
い
え
る
。

加
え
て
、
記
録
史
料
の
傾
向
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
南
北
朝
〜
室
町
期
に

記
録
が
頻
出
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
点
は
【
図
1
】
か
ら
も
特
徴
と
し
て
見

【図 2】地震動特定者（発信者）別記録件数
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受
け
ら
れ
よ
う
。
室
町
期
の
史
料
中
、『
満
済
准
后
日
記
』（
六
十
五
件
）
と
『
看
聞
日

記
』（
三
十
二
件
）
に
お
け
る
地
震
動
表
現
の
記
録
が
顕
著
で
あ
り
、
特
に
『
満
済
准

后
日
記
』
に
お
け
る
記
録
の
多
さ
は
異
質
と
い
え
る
。
満
済
の
異
質
さ
は
【
図
2
】

の
地
震
動
の
特
定
者
別
の
記
録
件
数
に
お
い
て
、
唯
一
陰
陽
師
で
な
い
点
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
こ
う
し
た
室
町
期
に
お
け
る
地
震
動
表
現
の
実
態
や
変
容
に
関
し
て

は
、
別
稿
に
譲
り
た
い
。

以
上
、
本
章
で
は
地
震
動
表
現
の
実
態
や
記
録
傾
向
に
つ
い
て
基
礎
的
な
部
分
を

確
認
し
た
。
次
に
、こ
の
表
現
が
ど
の
よ
う
な
概
念
を
基
に
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、

と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

第
二
章　
「
地
震
動
表
現
」
の
根
底
概
念

先
行
研
究
に
よ
っ
て
地
震
動
表
現
の
典
拠
と
し
て
仏
教
注
釈
書
『
大
智
度
論
』
が

あ
っ
た
こ
と
は
前
述
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
地
震
動
表
現
の
主
な
発
信
媒
体

で
あ
っ
た
陰
陽
師
に
よ
る
地
震
勘
文
中
で
は
、『
大
智
度
論
』
の
他
に
も
地
震
動
表
現

の
引
用
元
と
さ
れ
る
典
籍
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、「
地
震
動
表
現
」
の

主
な
典
拠
と
考
え
ら
れ
る
『
大
智
度
論
』
に
加
え
、
地
震
勘
文
中
に
お
い
て
引
用
さ

れ
た
「
地
震
動
表
現
」
の
典
拠
と
み
ら
れ
る
典
籍
を
具
体
的
に
検
討
し
た
い
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、「
地
震
動
表
現
」
が
い
か
な
る
概
念
を
基
に
表
れ
た
の
か
を
考
察
し
た

い
。

第
一
節　

地
震
勘
文
に
お
け
る
典
拠
典
籍

勘
文
中
に
表
れ
る
典
籍
が
ど
の
よ
う
な
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
か
、改
め
て【
史

料
一
】
で
確
認
す
る
と
、「
天
文
録
云
」、「
春
秋
緯
云
」、「
天
地
瑞
祥
志
云
」、
と
い
っ

た
形
で
典
拠
と
な
る
典
籍
名
が
記
さ
れ
、
そ
れ
に
続
い
て
そ
の
地
震
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
つ
の
か
、
何
を
予
兆
す
る
も
の
で
あ
る
か
と
い
っ
た
内
容
が
引
用
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
典
籍
類
に
は
他
に
、「
京
房
妖
占
」「
京
房
易
伝
」「
内
論
」「
内
経
」

「
災
異
占
」「
董
仲
舒
」「
抱
朴
子
」「
宿
曜
経
」「
天
地
災
記
」
等
の
多
様
な
典
籍
名
が

み
ら
れ
る
。
陰
陽
道
に
お
け
る
典
籍
類
に
つ
い
て
は
、
中
村
璋
八
氏
や
山
下
克
明
氏

に
よ
る
詳
細
な
研
究
が
あ
る
。
ま
ず
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
概

要
を
確
認
し
た
い
。
先
に
挙
げ
た
典
拠
の
う
ち
の
多
く
は
緯
書
と
呼
ば
れ
る
書
物
で

あ
り
、
例
え
ば
【
史
料
一
】
中
に
登
場
す
る
「
春
秋
緯
」
も
緯
書
の
一
つ
で
あ
る⑲
。

緯
書
と
は
、
陰
陽
五
行
説
や
災
異
瑞
祥
思
想
・
天
人
相
関
説
な
ど
の
思
想
を
含
む
讖

緯
説
（
自
然
現
象
を
人
間
界
の
事
象
と
結
び
つ
け
、
政
治
社
会
の
未
来
動
向
を
呪
術
的
に
説

い
た
も
の
）
か
ら
、
儒
教
の
経
書
を
解
釈
し
、
整
理
・
体
系
化
し
た
も
の
で
、
中
国
漢

代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る⑳
。

陰
陽
道
に
お
け
る
勘
文
や
占
文
中
の
テ
キ
ス
ト
の
多
く
を
占
め
、
陰
陽
道
の
成
立

や
そ
の
思
想
に
多
く
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
こ
う
し
た
緯
書
類
で
あ

る
。
陰
陽
五
行
説
を
は
じ
め
と
し
た
災
異
瑞
祥
思
想
・
天
人
相
関
説
・
天
文
占
な
ど
、

災
異
と
密
接
に
関
連
す
る
思
想
が
根
底
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
陰
陽
道
に
お
い
て
災
異

を
占
す
る
際
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
た
。
陰
陽
道
に
お
け
る
緯
書
の
受

容
に
つ
い
て
、
中
村
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
奈
良
時
代
の
記
録
中
に
は
、
既
に
緯
書

の
引
用
文
が
存
在
し
て
お
り
、平
安
初
期
に
は
『
続
日
本
紀
』『
日
本
文
徳
実
録
』『
類

聚
国
史
』
な
ど
の
史
書
に
「
緯
書
」
の
引
用
文
が
多
数
み
ら
れ
る
と
い
う
。
こ
の
こ

と
か
ら
中
村
氏
は
、「
平
安
朝
初
期
以
前
に
は
、
中
国
の
『
隋
書
』
経
籍
志
巻
一
に
記

録
さ
れ
た
「
緯
書
」
類
の
多
く
が
伝
来
」
し
、
そ
の
書
が
「
貴
族
階
級
や
関
係
の
あ

る
一
部
の
階
層
の
知
識
人
た
ち
に
親
し
ま
れ
、
そ
の
思
想
が
日
本
の
文
化
の
広
い
範

囲
に
次
第
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
」
と
論
じ
て
い
る㉑
。
そ
の

後
、
鎌
倉
・
室
町
時
代
に
は
、
読
者
層
も
僧
侶
・
神
道
家
・
陰
陽
家
・
修
験
者
等
に

も
普
及
し
て
い
く
と
し
て
、
緯
書
は
「
奈
良
朝
よ
り
平
安
朝
を
経
て
鎌
倉
・
室
町
時

代
に
至
る
ま
で
宮
廷
貴
族
を
中
心
に
幅
広
い
階
層
の
人
々
の
間
に
浸
透
し
て
い
き
、

陰
陽
道
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な
っ
た
」㉒

と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、緯
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書
が
内
包
す
る
災
異
に
関
す
る
様
々
な
思
想
が
社
会
の
な
か
の
陰
陽
道
以
外
の
部
分

に
も
流
布
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
節　
「
地
震
動
表
現
」
の
典
拠
典
籍

「
地
震
動
表
現
」
と
は
、ど
の
よ
う
な
思
想
や
基
準
を
基
に
表
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心
の
も
と
、
本
節
で
は
、
陰
陽
師
達
は
ど
の
よ
う
な
典
拠

や
基
準
を
も
と
に
地
震
動
表
現
を
発
信
し
て
い
た
の
か
を
検
討
し
た
い
。

収
集
し
た
地
震
動
表
現
記
録
の
な
か
で
そ
の
典
拠
が
明
記
さ
れ
て
い
る
も
の
か

ら
、
典
籍
毎
の
記
録
数
を
比
較
す
る
と
、
記
録
数
の
多
い
も
の
か
ら
、『
天
地
瑞
祥

志
』
＝
一
三
件
、『
大
智
度
論
』
＝
一
二
件
、『
内
論
』
＝
六
件
、『
天
文
録
』『
天
文

要
録
』『
内
経
』
が
各
一
件
と
な
っ
て
お
り
、そ
の
ほ
と
ん
ど
が
『
天
地
瑞
祥
志
』
と

『
大
智
度
論
』
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。

地
震
動
表
現
の
典
拠
と
し
て
最
多
で
あ
っ
た
『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、
中
国
唐
代
の

天
文
・
五
行
書
で
あ
る
。
水
口
幹
紀
氏
に
よ
れ
ば
、『
日
本
三
代
実
録
』
貞
観
十
八
年

（
八
六
八
）
八
月
六
日
条
に
出
て
く
る
の
が
、『
天
地
瑞
祥
志
』
と
い
う
書
名
の
初
見
で

あ
り
、
日
本
に
は
九
世
紀
以
前
に
伝
来
し
た
と
さ
れ
る
。
同
書
は
こ
の
記
録
以
後
、

鎌
倉
・
室
町
・
江
戸
期
ま
で
本
書
の
利
用
が
史
料
上
に
み
ら
れ
る㉓
。
内
容
は
、
天
変
・

地
妖
・
人
事
・
動
植
物
な
ど
の
「
瑞
祥
」
に
つ
い
て
項
目
別
に
ま
と
め
た
類
書
形
態

の
書
で
、
先
行
の
多
く
の
天
文
・
五
行
・
緯
関
係
の
諸
書
を
類
聚
し
て
い
る
。
本
書

は
全
二
十
巻
で
構
成
さ
れ
て
い
る
天
文
を
中
心
と
し
た
専
門
類
書
で
あ
る
が
、
そ
の

内
九
巻
の
み
が
残
存
し
て
い
る㉔
。
前
半
部
で
は
主
に
中
国
に
お
け
る
天
文
学
の
系
譜

が
の
べ
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
本
書
の
編
纂
目
的
の
重
点
は
天
文
観
察
に
よ
る
災
異
回

避
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
半
部
分
は
天
文
や
善
悪
に
関
わ
ら
ず
、
様
々
な
天
文
変
異

の
説
を
類
従
し
、
実
際
の
天
変
地
異
に
際
し
て
の
吉
凶
判
断
の
基
準
提
供
を
目
的
と

し
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る㉕
。
残
存
し
て
い
る
部
分
に
地
震
に
つ
い
て
の
項

目
は
な
く
、
そ
の
具
体
的
記
述
を
知
る
こ
と
が
叶
わ
な
い
が
、
陰
陽
師
に
よ
る
勘
文

の
な
か
で
も
頻
繁
に
引
用
さ
れ
て
い
る
の
が
地
震
勘
文
で
あ
る
点
が
指
摘
さ
れ
て
い

る㉖
。
ま
た
本
書
は
『
天
文
要
録
』
と
と
も
に
平
安
初
期
よ
り
室
町
時
代
に
至
る
目
録

類
や
博
士
家
の
清
原
・
中
原
両
家
、
天
文
家
の
安
倍
家
、
暦
道
家
の
賀
茂
家
、
伊
勢

神
道
の
渡
会
家
、
仏
家
の
諸
文
献
に
お
い
て
も
多
く
引
用
さ
れ
て
お
り㉗
、
緯
書
と
同

様
、
陰
陽
家
を
中
心
に
中
世
社
会
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。

次
に
、
典
拠
と
し
て
は
一
件
の
み
で
あ
っ
た
『
天
文
要
録
』
で
あ
る
が
、
本
書
も

ま
た
中
国
唐
代
の
天
文
書
で
あ
る
。
本
書
は
、『
三
代
実
録
』㉘

中
の
勘
文
に
表
れ
る
の

が
初
見
と
さ
れ
、
日
本
に
は
九
世
紀
以
前
に
将
来
と
さ
れ
て
い
る㉙
。
そ
の
後
平
安
期

に
お
い
て
は
、
明
経
家
の
中
原
家
、
鎌
倉
・
室
町
に
か
け
て
は
安
倍
氏
や
賀
茂
氏
な

ど
の
陰
陽
師
ら
に
重
用
さ
れ㉚
、『
天
地
瑞
祥
志
』
と
と
も
に
占
断
の
典
拠
と
し
て
利
用

さ
れ
た
。
以
上
挙
げ
た
『
天
文
要
録
』『
天
地
瑞
祥
志
』
は
、天
文
書
の
中
で
も
陰
陽

道
の
勘
文
類
に
頻
繁
に
典
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
た
権
威
的
な
典
籍
で
あ
っ
た㉛
。

第
三
節　
『
内
論
』
と
『
大
智
度
論
』

最
後
に
、『
天
地
瑞
祥
志
』
に
次
い
で
多
く
典
拠
と
さ
れ
て
い
た
『
大
智
度
論
』
に

つ
い
て
検
討
す
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
地
震
の
分
類
に
つ

い
て
の
記
述
部
分
で
あ
る
。

【
史
料
四
】『
大
智
度
論
』32

復
次
に
、
有
人
言
は
く
、
四
種
の
地
動
あ
り
。
火
動
、
龍
動
、
金
翅
鳥
動
、
天
王

動
な
り
。
二
十
八
宿
に
日
月
は
一
た
び
周
遊
す
。
若
し
月
、
昴
宿
、
張
宿
、
氐
宿
、

婁
宿
、
室
宿
、
胃
宿
、
是
六
種
の
宿
の
中
に
至
れ
ば
、
爾
時
、
地
動
じ
て
崩
る
る

が
若
し
。
是
動
は
火
神
に
属
す
。
是
時
は
雨
無
う
し
て
江
河
枯
渇
し
、
年
は
麦
に

宜
し
か
ら
ず
、
天
子
に
凶
あ
り
、
大
臣
は
殃
を
受
く
。
若
し
柳
宿
、
尾
宿
、
箕
宿
、

壁
宿
、
奎
宿
、
危
宿
、
是
六
種
の
宿
の
中
な
れ
ば
、
爾
時
、
地
動
じ
て
崩
る
る
が

若
し
。
是
動
は
龍
神
に
属
す
。
是
時
は
雨
無
う
し
て
江
河
枯
渇
し
、
年
は
麦
に
宜
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し
か
ら
ず
、
天
子
に
凶
あ
り
、
大
臣
は
殃
を
受
く
。
若
し
参
宿
、
鬼
宿
、
星
宿
、

軫
宿
、
亢
宿
、
翼
宿
、
是
六
種
の
宿
の
中
な
れ
ば
、
こ
の
時
、
爾
時
は
、
若
は
地

動
き
、若
は
崩
る
。
是
動
は
金
翅
鳥
に
属
す
。
是
時
は
雨
無
う
し
て
江
河
枯
渇
し
、

年
は
麦
に
宜
し
か
ら
ず
、
天
子
に
凶
あ
り
、
大
臣
は
殃
を
受
く
。
若
し
心
宿
、
房

宿
、
女
宿
、
虚
宿
、
井
宿
、
畢
宿
、
觜
宿
、
斗
宿
、
是
九
種
の
宿
の
中
な
れ
ば
、

爾
時
、
地
動
じ
て
崩
る
る
が
如
し
、
是
動
は
天
帝
に
属
す
。
是
時
は
安
穏
に
し
て
、

豊
雨
五
穀
に
宜
し
く
、
天
子
は
吉
に
、
大
臣
は
福
を
受
け
、
万
民
は
安
穏
な
り
。

『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
地
震
動
は
、
四
種
に
分
け
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

月
の
位
置
を
基
準
と
し
て
、
地
震
発
生
時
の
位
置
が
二
十
八
宿
中
の
ど
こ
に
あ
た
る

か
に
よ
っ
て
火
神
動
・
龍
神
動
・
金
翅
鳥
動
・
天
王
（
天
帝
）
動
の
四
種
に
分
類
が
な

さ
れ
て
い
る
。
二
十
八
宿
と
は
、
天
の
赤
道
方
面
の
周
天
を
二
十
八
に
区
分
し
た

二
十
八
の
星
座
で
、
各
々
を
宿
と
い
う33
。
た
だ
、『
大
智
度
論
』
に
お
い
て
は
二
十
七

宿
と
な
っ
て
お
り
、
昴
・
張
・
氐
・
婁
・
室
・
胃
に
あ
た
る
場
合
は
火
神
動
、
柳
・

尾
・
箕
・
壁
・
奎
・
危
に
あ
た
る
場
合
は
龍
神
動
、
参
・
鬼
・
星
・
軫
・
亢
・
翼
に

あ
た
る
場
合
は
金
翅
鳥
動
、
心
・
角
・
房
・
女
・
虚
・
井
・
畢
・
觜
・
斗
に
あ
た
る

場
合
は
天
帝
動
と
い
う
分
類
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
震
動
に
意
味
付
け
が

な
さ
れ
て
い
る
。
火
神
動
・
龍
神
動
・
金
翅
鳥
動
は
、「
雨
無
く
、
江
河
枯
渇
し
、
年

は
麦
に
宜
し
か
ら
ず
、
天
子
に
凶
あ
り
、
大
臣
は
禍
を
受
け
る
」
と
あ
り
、
悪
い
予

兆
の
地
震
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
対
し
て
天
帝
動
は
、「
天
下
安
穏
、
豊
雨
五

穀
、
天
子
は
吉
、
大
臣
は
福
を
受
け
、
万
民
は
安
穏
」
と
、
吉
兆
と
し
て
捉
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
地
震
動
が
「
分
類
」
さ
れ
て
い
る
点
と
、
月
の
運
行
位
置

と
い
う
物
理
的
な
「
判
断
基
準
」
が
あ
る
点
が
「
地
震
動
表
現
」
の
最
大
の
特
徴
で

あ
り
、
例
え
ば
【
史
料
一
】
に
お
け
る
「
天
文
録
」
等
か
ら
引
用
し
て
い
る
内
容
と

比
較
し
て
も
特
異
な
表
現
と
い
え
る
。

こ
の
『
大
智
度
論
』
と
は
、
大
乗
仏
教
の
論
書
で
、
竜
樹
が
著
し
、
鳩
摩
羅
什
が

弘
始
六
年
（
四
〇
四
―
七
）
年
に
訳
出
し
た
も
の
で
あ
り
、『
二
万
五
千
頌
般
若
』（
鳩

摩
羅
什
訳
『
摩
訶
般
若
波
羅
蜜
経
』）
を
注
釈
し
た
も
の
で
あ
る34
。
イ
ン
ド
仏
教
の
百
科

全
書
的
性
格
を
も
ち
、
初
期
大
乗
仏
教
研
究
の
た
め
の
重
要
な
論
書
と
さ
れ
る
。
日

本
に
お
け
る
伝
来
時
期
は
、
天
平
年
間
の
古
文
書
中35
に
「
大
智
論
」
や
「
智
論
」
と

い
っ
た
記
述
が
み
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
八
世
紀
頃
に
は
す
で
に
伝
来
し
て
い
た
と
考

え
ら
れ
る
。

ま
た
、こ
こ
で
示
し
た
『
大
智
度
論
』
に
お
け
る
地
震
動
分
類
の
内
容
に
つ
い
て
、

児
島
氏
は
『
山
槐
記
』
中
の
元
暦
地
震
に
対
す
る
安
倍
晴
光
の
勘
文
（【
史
料
五
】）
に

み
え
る
「
内
論
曰
、」
以
下
の
内
容
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る36
。

【
史
料
五
】『
山
槐
記
』
元
暦
二
年
（
一
一
八
五
）
七
月
九
日
条　

内
論
云
、
月
行
尾
箕
宿
、
地
動
者
、
龍
所
レ
動
也
、
無
レ
雨
江
河
枯
渇
、
年
不
レ
宣

レ
麦
、
天
子
凶
、
大
臣
受
レ
誅
、

実
際
に
『
大
智
度
論
』
の
該
当
部
分
と
照
合
し
て
み
る
と
、
①
地
震
動
の
分
類
を

月
の
位
置
（「
月
行
」）
を
基
準
と
し
て
い
る
こ
と
、
②
地
震
動
の
分
類
の
種
類
（「
龍

神
動
」
な
ど
）、
③
地
震
が
予
兆
す
る
内
容
の
三
点
か
ら
符
号
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
ま
た
、
他
の
「
内
論
」
を
引
用
し
て
い
る
記
録
に
お
い
て
も
、「
内
論
云
、
月
行

奎
宿
者
、
龍
神
所
レ
動
、
天
子
凶
、
大
臣
受
レ
殃
、」37

な
ど
と
あ
り
、
こ
こ
で
も
「
内

論
」
と
『
大
智
度
論
』
の
内
容
が
一
致
し
て
い
る
。

こ
の
「
内
論
」
に
つ
い
て
水
口
氏
は
、「
内
経
」
と
と
も
に
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
含

ま
れ
た
可
能
性
が
あ
る
書
物
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る38
。
す
な
わ
ち
、
基
と
な
る
史
料

を
『
天
地
瑞
祥
志
』
か
ら
間
接
的
に
引
用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
児
島
氏
に
よ

る
指
摘
に
加
え
、
仏
教
の
経
典
指
し
て
「
内
典
」、
そ
れ
以
外
の
陰
陽
道
等
の
諸
書
を

「
外
典
」
と
称
す
る
こ
と
な
ど
か
ら
も
、「
内
論
」
は
『
大
智
度
論
』
を
含
め
た
仏
教

書
全
般
を
指
す
用
語
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
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本
章
で
は
、
地
震
動
表
現
の
典
拠
と
な
っ
た
典
籍
の
分
析
か
ら
、
本
表
現
の
基
と

な
っ
た
概
念
を
検
討
し
て
き
た
。
ま
ず
、
勘
文
に
は
緯
書
や
天
文
書
な
ど
の
様
々
な

書
物
が
引
用
さ
れ
る
が
、
地
震
勘
文
に
お
い
て
は
、『
天
地
瑞
祥
志
』
が
代
表
的
な
引

用
書
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
陰
陽
五
行
説
や
災
異
瑞
祥
思
想
、
天
人
相
関
説
・
天

文
占
な
ど
の
思
想
を
含
む
讖
緯
説
が
根
底
に
あ
り
、
こ
う
し
た
思
想
は
平
安
期
〜
室

町
期
に
か
け
て
様
々
な
階
層
に
受
容
さ
れ
て
い
た
。
地
震
動
表
現
の
典
拠
と
し
て
二

番
目
に
多
か
っ
た
『
大
智
度
論
』
は
、緯
書
や
天
文
書
と
は
異
な
り
、仏
教
書
で
あ
っ

た
が
、
様
々
な
書
物
を
引
用
し
て
構
成
さ
れ
た
『
天
地
瑞
祥
志
』
に
お
い
て
も
「
内

経
」
や
「
内
論
」
と
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
た
。
す
な
わ

ち
地
震
動
表
現
は
、
讖
緯
説
に
特
徴
的
で
あ
り
、
且
つ
陰
陽
道
と
関
連
の
深
い
陰
陽

五
行
説
・
災
異
瑞
祥
思
想
・
天
人
相
関
説
等
の
観
念
だ
け
で
な
く
、
仏
教
に
お
け
る

地
震
認
識
と
も
密
接
に
関
連
し
た
概
念
を
根
底
に
表
出
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

第
三
章　

陰
陽
師
と
「
地
震
動
表
現
」

第
一
章
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
地
震
動
表
現
は
陰
陽
師
や
陰
陽
道
の
思
想
と
密
接

な
関
係
に
あ
っ
た
。
本
章
で
は
、
地
震
動
表
現
の
発
信
者
で
あ
っ
た
陰
陽
師
を
中
心

に
、
地
震
動
表
現
の
登
場
と
衰
退
の
背
景
を
検
討
す
る
。
そ
の
際
、
陰
陽
師
や
そ
の

周
辺
の
社
会
様
相
に
加
え
て
、
当
時
の
地
震
発
生
状
況
も
踏
ま
え
て
考
察
す
る
。

第
一
節　

陰
陽
道
に
お
け
る
地
震
認
識

地
震
動
表
現
の
登
場
背
景
に
つ
い
て
検
討
す
る
ま
え
に
、
陰
陽
道
に
お
け
る
地
震

認
識
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
地
震
や
天
変
を
災
異
の
予
兆
と
捉
え
る
思
想

は
地
震
動
表
現
の
登
場
以
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
思
想
を
孕
ん

だ
讖
緯
説
が
緯
書
の
伝
来
と
普
及
に
よ
っ
て
社
会
に
浸
透
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
窺

え
る
。

【
史
料
六
】『
御
堂
関
白
記
』

弘
四
（
一
〇
〇
七
）
年
十
二
月
廿
二
日
条39

廿
二
日
、
甲
寅
、
水
建
、
欲
レ
参
二
慈
徳
寺
一
依
二
物
忌
一
不
レ
参
、
天
文
博
士
吉
昌·

奉（
春
）平

地
震
奏
持
来
、
吉
昌
奏
月
在
レ
弖
、
奉（

春
）平

在
二
月
角
一
者
、
各
論
二
月
度
一
、
又

吉
昌
十
二
月
者
、
奉（

春
）平

正
月
者
、
是
家
々
說
云
々
、
但
召
二
光
栄
一
問
二
月
度
一
弖
者
、

吉
昌
所
レ
申
有
レ
理
、

右
に
挙
げ
た
【
史
料
六
】
で
は
、
陰
陽
師
が
地
震
発
生
時
の
月
の
位
置
を
上
進
し

て
い
る
様
子
が
見
受
け
ら
れ
る
。
陰
陽
道
に
お
い
て
地
震
は
天
変
と
同
じ
枠
組
み
の

現
象
で
あ
り
、
そ
の
た
め
【
史
料
六
】
の
よ
う
に
発
生
時
の
月
の
位
置
が
注
目
さ
れ

て
い
た
。
こ
の
月
に
注
目
す
る
点
は
先
に
挙
げ
た
『
大
智
度
論
』
中
の
地
震
説
と
共

通
す
る
部
分
で
あ
り
、
陰
陽
師
ら
に
こ
の
説
が
受
容
さ
れ
た
背
景
の
一
つ
と
考
え
ら

れ
る
。
陰
陽
道
と
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
飛
鳥
よ
り
奈
良
期
に
か
け
て
の
陰
陽

道
の
発
展
に
仏
教
と
の
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
思
想
が
密
教
や
神
祇

信
仰
と
も
習
合
し
や
す
い
類
似
点
が
あ
り40
、こ
の
点
か
ら
も
陰
陽
師
が
『
大
智
度
論
』

等
の
仏
教
書
を
間
接
的
に
勘
文
中
に
引
用
し
て
い
た
こ
と
は
頷
け
る
。

ま
た
、藤
原
頼
長
の
日
記
『
台
記
』
中
に
「
余
拠
二
春
秋
之
義
一
、以
二
地
震
一
為
レ
異

不
レ
為
レ
災
」41

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
陰
陽
道
に
お
い
て
は
地
震
を
「
災
厄
」
で
は
な

く
「
怪
異
」
と
み
な
し
て
い
た42
。
怪
異
の
出
現
は
災
厄
を
将
来
す
る
原
因
、
す
な
わ

ち
地
震
が
前
兆
と
な
っ
て
災
厄
を
引
き
起
こ
す
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
の
前
兆
の

具
体
的
な
内
容
を
示
す
も
の
が
天
変
地
異
に
対
す
る
勘
文
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
彼

ら
は
様
々
な
典
籍
か
ら
複
数
の
前
兆
の
説
を
引
用
し
て
奏
上
し
た
の
で
あ
る
。
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第
二
節　

地
震
動
表
現
の
登
場
と
安
倍
泰
親

上
述
し
た
陰
陽
道
に
お
け
る
地
震
認
識
を
根
幹
と
し
て
、
古
代
よ
り
天
文
の
異
変

や
地
震
が
発
生
す
る
と
天
文
密
奏
が
行
わ
れ
て
き
た
。
で
は
な
ぜ
、
地
震
動
表
現
は

永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
の
地
震
勘
文
中
に
登
場
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
背

景
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
当
該
期
の
地
震
発
生
状
況
を
み
て
お
き
た
い
。
地
震
動
表
現
が
登
場
し
た

十
二
世
紀
後
半
頃
の
地
震
発
生
記
録
を
集
計
し
た
も
の
が【
図
3
】で
あ
る
。一
一
五
八

〜
一
一
六
二
年
は
発
生
し
て

お
ら
ず
、一
一
六
三
年
か
ら
再

び
発
生
し
、一
一
六
六
年
は
五

回
発
生
と
こ
れ
ま
で
よ
り
増

加
し
て
い
る
。こ
の
こ
と
か
ら

は
、地
震
活
動
の
静
穏
期
を
挟

ん
だ
後
に
地
震
を
経
験
し
た

こ
と
で
、地
震
へ
の
関
心
が
増

加
・
再
起
し
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
、一
一
六
六
年
に

お
け
る
地
震
記
録
は
い
ず
れ

も
、地
震
動
表
現
の
初
出
記
録

（
永
万
二
（
一
一
六
六
）
年
二
月

六
日
）
以
前
で
あ
り
、
そ
れ
以

前
に
も
著
し
い
地
震
の
頻
発

や
大
規
模
な
地
震
の
発
生
は

見
受
け
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、

地
震
発
生
状
況
は
表
出
契
機

で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
地
震
動
表
現
の
初
出
史
料
が
陰
陽
師
・
安
倍
泰
親
に
よ
る
天
文
密
奏
勘
文

で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
安
倍
泰
親
と
彼
が
活
躍
し
た
院
政
期
の
社
会
状
況
す
な
わ
ち

人
的
・
社
会
的
要
素
か
ら
地
震
動
表
現
登
場
の
背
景
を
検
討
し
て
い
く
。

最
初
に
、
安
倍
泰
親
と
い
う
人
物
に
つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
安
倍
泰
親
は
、

安
部
泰
長
の
子
息
と
し
て
天
永
元
年（
一
一
一
〇
）に
生
ま
れ
、大
治
五
年（
一
一
三
〇
）

右
京
亮
に
任
ぜ
ら
れ
た
の
を
初
見
に
、
翌
天
承
元
年
に
は
鳥
羽
上
皇
と
待
賢
門
院
に

祗
候
す
る
陰
陽
師
と
し
て
活
躍
し
た
。
占
術
に
優
れ
、『
源
平
盛
衰
記
』
や
『
平
家
物

語
』
な
ど
の
軍
記
物
に
は
彼
の
異
才
を
示
す
説
話
が
頻
出
し
、
同
時
代
史
料
に
お
い

て
も
易
学
に
造
詣
が
深
い
藤
原
頼
長
か
ら
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た43
。
そ
の
能
力

に
よ
り
上
皇
や
摂
関
家
の
信
頼
を
得
た
泰
親
は
そ
の
後
、
主
計
助
、
雅
樂
頭
、
権
陰

陽
博
士
な
ど
を
歴
任
し
た
の
ち
権
天
文
博
士
に
、保
元
二
年
（
一
一
五
七
）
に
陰
陽
道

第
二
者
・
陰
陽
助
に
昇
進
す
る44
。
ま
た
、「
天
文
密
奏
や
祈
祷
を
通
し
て
後
白
河
院
に

近
侍
し
、
陰
陽
師
と
し
て
の
地
位
を
高
め
、
ま
た
そ
の
強
烈
な
個
性
で
、
し
き
り
に

賀
茂
氏
や
安
倍
氏
の
他
流
の
陰
陽
師
を
誹
謗
し
か
つ
相
論
」45

す
る
な
ど
そ
の
存
在
感

を
示
し
た
人
物
と
し
て
評
さ
れ
て
い
る
。

【
史
料
七
】『
台
記
』
康
治
三
年
（
一
一
四
四
）
六
月
十
八
日
条

十
八
日
戊
戌
、
終
夜
見
二
易
正
義
一
、
丑
刻
許
聞
二
鵼
声
一
、
天
明
就
レ
寝
、
翌
日
召
二

泰
親
一
、
令
レ
占
二
鵼
事
一
曰
、
可
レ
鎮
二
火
事
口
舌
一
、
問
曰
、
可
レ
避
所
否
、
泰
親

曰
、
今
不
レ
可
レ
避
者
、
伝
聞
、
今
年
所
々
此
鳥
鳴
云
々
、
泰
親
曰
、
今
日
、
問
二

此
鳥
怪
七
人
一
、

【
史
料
七
】
に
み
え
る
よ
う
に
泰
親
は
陰
陽
道
第
二
者
に
昇
る
以
前
か
ら
、鵼
の
怪

異
に
よ
り
占
い
が
依
頼
さ
れ
る
様
子
や
、
彼
の
占
い
に
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
様
子46

も
窺
え
る
。
無
論
、
第
二
者
と
な
っ
た
後
に
も
、
怪
異
の
発
生
等
に
対
し
て
安
倍
泰

【図 3】地震発生状況（1156-66）
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親
に
占
わ
せ
る
様
子47
は
散
見
さ
れ
る
。

で
は
、
当
時
の
社
会
に
お
い
て
陰
陽
師
は
ど
の
よ
う
な
立
場
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
泰
親
が
陰
陽
師
と
し
て
活
躍
し
た
十
二
世
紀
末
は
、
平
氏
が
台
頭
し
、
関
東

で
は
源
氏
が
蜂
起
し
て
社
会
は
混
迷
を
極
め
て
い
た48
。
そ
の
よ
う
な
時
分
、
貴
族
社

会
の
な
か
で
陰
陽
師
ら
の
占
術
・
呪
術
が
広
く
求
め
ら
れ49
、
貴
族
と
陰
陽
師
の
関
係

が
変
化
し
た
時
代
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
十
一
世
紀
後
半
ご
ろ
か
ら
は
陰
陽
師
の
序

列
に
か
か
わ
ら
ず
、
能
力
の
あ
る
特
定
の
陰
陽
師
を
重
用
す
る
方
針
も
と
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た50
。
そ
う
し
た
院
政
期
社
会
の
要
請
に
よ
っ
て
、
陰
陽
師
社
会
は
競

合
状
態
に
あ
り
、
自
身
の
能
力
の
誇
示
が
今
ま
で
以
上
に
必
要
と
な
っ
て
い
た
と
い

え
る
。

同
時
に
、
当
該
期
の
陰
陽
師
社
会
で
は
、
賀
茂
氏
の
力
が
絶
大
で
あ
り
、
院
政
期

か
ら
鎌
倉
前
期
ま
で
、
陰
陽
道
第
一
者
、
第
二
者
及
び
陰
陽
頭
は
賀
茂
氏
が
独
占
す

る
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
、保
元
二
（
一
一
五
七
）
年
に

安
倍
泰
親
が
陰
陽
道
第
二
者
に51
、
そ
の
後
一
一
八
二
〜
八
三
年
に
は
陰
陽
頭
に
昇
っ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
十
二
世
紀
末
と
い
う
時
期
は
泰
親
に
と
っ
て
安
倍
氏
あ
る
い

は
自
身
の
勢
力
の
拡
大
期
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
貴
族
社
会
か
ら
の
要
請

の
増
加
と
そ
れ
に
よ
る
に
競
合
状
態
に
対
し
て
、
泰
親
は
清
明
の
令
名
を
利
用
し
な

が
ら
巧
み
に
応
え
た52
。
具
体
的
に
は
安
倍
清
明
の
功
績
を
過
大
に
顕
彰
す
る
こ
と（
清

明
の
神
格
化
）
で
仏
教
な
ど
の
他
宗
教
・
陰
陽
家
の
他
氏
（
賀
茂
氏
な
ど
）
と
の
差
別

化
を
図
っ
た
。
ま
た
、
先
に
史
料
か
ら
み
た
よ
う
に
、
泰
親
は
十
二
世
紀
後
半
の
記

録
に
度
々
登
場
し
、
こ
の
時
期
に
泰
親
は
精
力
的
に
活
動
し
、
そ
れ
に
対
し
貴
族
達

か
ら
も
評
価
を
得
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
た
時
期
に
あ
っ
て
泰
親
が
奏
上

し
た
勘
文
中
に
出
現
し
た
の
が
地
震
動
表
現
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
泰
親
が
地
震

動
表
現
を
登
場
さ
せ
た
意
図
に
は
、
同
業
他
者
と
の
差
別
化
が
あ
っ
た
可
能
性
が
示

唆
さ
れ
る
。

【
史
料
八
】『
平
戸
記
』
寛
元
三
年
（
一
二
四
五
）
七
月
二
十
九
日
条

（
前
略
）　

地
震
事
、
於
二
殿
下
一
、
在
清
朝
臣
語
云
、
治
承
三
年
地
震
龍
神
動
也
、
今

度
又
龍
神
動
也
、
彼
治
承
時
故
泰
親
朝
臣
馳
二
参
後
白
河
院
一
泣
奏
レ
之
、
近
習
若

年
輩
咲
レ
之
、
泰
親
朝
臣
奏
聞
之
詞
未
レ
乾
﹇
訖
ヵ
﹈、
大
事
出
来
、
今
度
已
為
二
彼

動
一
、
返
々
有
二
畏
怖
一
之
由
語
レ
之
、
可
レ
恐
々
々
、

右
は
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
の
地
震
に
対
す
る
泰
親
の
占
断
を
挙
げ
、賀
茂
在
清

が
地
震
を
判
断
し
て
い
る
記
録
で
あ
る
。
泰
親
の
没
後
六
〇
年
ほ
ど
が
経
っ
た
時
代

に
お
い
て
、
賀
茂
氏
の
人
物
に
よ
っ
て
先
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
、
泰

親
が
後
代
の
地
震
勘
文
へ
与
え
た
影
響
の
多
大
さ
が
窺
え
る
。
ま
た
、
地
震
動
表
現

の
初
出
記
録
を
収
め
る
『
安
倍
泰
親
朝
臣
記
』
は
、永
万
二
年
（
一
一
六
六
）
の
天
変

に
際
す
る
彼
の
密
奏
な
ど
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
月
蝕
な
ど
の
天
変
や
、
地
震
に

対
す
る
天
文
密
奏
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、同
記
は
『
天
文
変
異
記
』
と
も
称
さ
れ
、

同
じ
く
後
代
の
陰
陽
師
の
勘
文
中
に
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
泰
親
は
「
清
明
流
」
で

あ
る
こ
と
の
強
調
に
留
ま
ら
ず
、い
う
な
れ
ば
「
泰
親
流
」
の
創
出
を
試
み
て
い
た
、

と
す
る
先
行
研
究
で
の
評
価
を
踏
ま
え
れ
ば
、
同
時
代
的
な
戦
略
に
留
ま
ら
ず
、
後

代
の
陰
陽
師
の
バ
イ
ブ
ル
た
る
存
在
と
な
る
こ
と
を
見
据
え
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ

る
。以

上
、
地
震
動
表
現
登
場
の
背
景
を
安
倍
泰
親
と
い
う
人
物
と
院
政
期
の
社
会
状

況
か
ら
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
地
震
動
表
現
の
初
出
記
録
が
安
倍
泰
親
に
よ

る
天
文
密
奏
勘
文
で
あ
っ
た
こ
と
に
大
き
な
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体

的
に
は
、
ま
ず
十
二
世
紀
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
陰
陽
師
へ
の
社
会
的
要
請
の
上
昇

と
そ
れ
に
と
も
な
う
競
合
状
況
や
、
陰
陽
師
の
序
列
に
関
わ
ら
ず
、
能
力
の
あ
る
特

定
の
陰
陽
師
を
重
用
す
る
方
針
へ
の
変
化
と
い
う
陰
陽
師
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
が

根
底
に
あ
っ
た
。
そ
れ
に
よ
り
、
自
身
の
能
力
の
誇
示
が
今
ま
で
以
上
に
必
要
に
な

り
、
泰
親
は
精
力
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
た
。
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
こ
れ
ま
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で
の
陰
陽
師
が
占
文
中
で
扱
っ
て
こ
な
か
っ
た
地
震
動
の
分
類
概
念
を
持
ち
だ
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
同
時
代
の
他
氏
と
の
差
別
化
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で

の
陰
陽
師
（
安
倍
清
明
）
と
の
差
別
化
を
図
っ
て
い
た
と
も
と
れ
る
。
す
な
わ
ち
、地

震
認
識
の
変
化
と
い
う
よ
り
は
、
院
政
期
に
お
け
る
貴
族
社
会
と
陰
陽
師
と
の
関
係

の
変
化
が
地
震
動
表
現
の
表
出
を
も
た
ら
し
た
と
い
え
る
。

第
三
節　

陰
陽
家
と
地
震
動
表
現
の
衰
退

前
節
で
は
、十
二
世
紀
末
に
地
震
動
表
現
が
登
場
し
た
背
景
を
検
討
し
た
。
で
は
、

中
世
末
期
か
ら
地
震
動
表
現
記
録
数
が
衰
退
し
て
い
く
背
景
と
し
て
は
、
ど
の
よ
う

な
要
素
が
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
現
時
点
で
確
認
で
き
て
い
る
そ
の
下
限
記
録

は
、
陰
陽
道
家
で
あ
る
土
御
門
家
の
天
文
異
変
な
ら
び
に
地
震
に
対
す
る
勘
文
や
そ

の
草
案
を
集
積
し
た
史
料
で
あ
る
『
家
秘
要
録
』53

所
収
の
、
土
御
門
久
脩
に
よ
り
慶

長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
に
作
成
さ
れ
た
地
震
勘
文
で
あ
る
。
本
節
で
は
こ
の
衰
退
の

背
景
を
検
討
し
て
い
く
。

地
震
動
表
現
は
地
震
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
表
出
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
衰
退
要
因
と
し
て
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
が
、
地
震
発
生
回
数
の
減
少
で
あ

る
。【
図
4
】
は
、下
限
記
録
の
前
後
期
間
に
京
都
に
お
け
る
地
震
が
記
録
さ
れ
た
件

数
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
十
三
年
は
二
件
、
翌
年
に
五
件
、
翌
々
年
に
は
六

件
、
そ
の
後
も
年
に
一
〜
五
件
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
図
が
示
す
よ
う
に
、
下
限
記

録
以
降
に
も
断
続
的
に
地
震
は
発
生
・
記
録
さ
れ
て
お
り
、
地
震
の
減
少
は
み
ら
れ

ず
、
地
震
活
動
の
鎮
静
化
に
よ
り
地
震
動
表
現
の
記
録
数
も
減
少
し
た
と
は
考
え
に

く
い
。

そ
こ
で
次
に
、
前
節
と
同
様
に
地
震
動
表
現
を
表
し
た
陰
陽
師
や
陰
陽
道
家
全
体

に
注
目
し
た
い
。
ま
ず
、
下
限
記
録
と
な
っ
て
い
る
勘
文
と
、
そ
の
作
成
者
で
あ
る

土
御
門
久
脩
を
中
心
に
当
時
の
陰
陽
師
を
取
り
巻
く
社
会
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

【図 4】京都での地震記録の推移（1600-30）
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【
史
料
九
】「
慶
長
十
三
年
土
御
門
久
脩
地
震
勘
文
」『
家
秘
要
録
』

　

今
月
十
一
日
卯
時
地
震
〈
傍
通
畢
宿
天
王
所
レ
動
也
〉

天
文
録
云
、
冬
地
動
兵
喪

又
云
、
大
動
大
白
小
動
小
白

内
経
云
、
十
一
月
地
震
百
日
中
兵
起

宿
曜
経
云
、
木
曜
直
日
地
動
三
公
已
下
災
厄

劉
向
曰
、
地
震
凡
下
謀
レ
上

公
連
曰
、
畢
星
動
揺
二
辺
城
一
兵
起

郗
萌
曰
、
畢
星
動
揺
二
其
国
一
有
二
謀
反
一

洛
書
云
、
地
震
不
言
衆
虐
盛
也

　

慶
長
十
三
年
十
一
月
十
一
日　

　
　

正
五
位
行
天
文
博
士
兼
左
馬
助　

安
倍
朝
臣
久
脩

右
の
勘
文
は
、
慶
長
十
三
年
十
一
月
十
一
日
に
発
生
し
た
地
震
に
対
し
て
作
成
さ

れ
た
も
の
で
あ
り
、冒
頭
部
分
に
「
天
王
所
レ
動
也
」
と
地
震
動
表
現
が
表
さ
れ
て
い

る
。
奏
上
者
は
土
御
門
久
脩
で
あ
る
。
は
じ
め
に
、
こ
の
久
脩
に
つ
い
て
簡
単
に
確

認
し
て
お
き
た
い
。

土
御
門
久
脩
は
従
三
位
刑
部
卿
土
御
門
有
脩
の
子
息
と
し
て
永
禄
元
年
（
一
五
五
八
）

に
生
ま
れ
た
。
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
に
十
四
歳
で
陰
陽
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、天
正
三

年
（
一
五
七
五
）
に
は
従
五
位
上
に
、
天
正
八
年
に
は
正
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
同
時

に
天
文
博
士
を
兼
ね
た54
。
近
世
に
お
け
る
陰
陽
道
は
、
久
脩
が
徳
川
家
康
の
将
軍
就

任
に
際
し
て
天
曹
地
府
祭
を
挙
行
し
た
こ
と
を
端
緒
と
し
て
、
朝
廷
・
幕
府
に
お
け

る
祭
祀
主
催
者
と
し
て
の
地
位
を
築
く
こ
と
に
よ
り
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る55
。
そ
の
た

め
先
行
研
究
で
は
、
久
脩
に
つ
い
て
「
江
戸
期
に
入
っ
て
最
初
の
土
御
門
家
主
宰
者

で
あ
り
、
一
時
逼
塞
し
て
い
た
が
、
家
康
な
ど
の
知
遇
も
受
け
昵
近
衆
と
も
な
り
、

陰
陽
道
を
再
興
し
た
功
労
者
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る56
。
こ
の
よ
う
な
久
脩
の
評
価
に

み
ら
れ
る
よ
う
に
、
当
時
の
安
倍
・
賀
茂
両
家
に
と
っ
て
陰
陽
道
は
「
再
興
」
す
べ

き
も
の
で
あ
り
、
今
後
の
陰
陽
道
の
あ
り
方
が
左
右
さ
れ
う
る
状
況
に
あ
っ
た
と
い

え
る
。

こ
う
し
た
状
況
は
、戦
国
期
に
お
け
る
陰
陽
道
家
の
衰
退
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
。

戦
国
期
の
陰
陽
道
家
が
直
面
し
た
危
機
と
し
て
、
第
一
に
応
仁
・
文
明
の
乱
が
挙
げ

ら
れ
る
。戦
乱
の
影
響
に
よ
り
諸
社
の
祭
礼
行
事
が
中
止
さ
れ
て
い
た
状
態
の
な
か
、

文
明
十
一
年
に
安
倍
有
宣
に
よ
る
井
霊
祭
以
降
、
陰
陽
道
の
公
的
な
祭
も
絶
え
る
こ

と
と
な
り
、
天
変
時
に
も
後
土
御
門
天
皇
の
崩
御
前
に
も
、
密
教
の
祈
祷
も
陰
陽
祭

も
勤
仕
さ
れ
ず
、
陰
陽
師
の
生
活
は
深
刻
化
し
た57
。
さ
ら
に
第
二
の
危
機
と
し
て
、

暦
道
を
司
っ
て
き
た
賀
茂
家
の
断
絶
が
挙
げ
ら
れ
る
。
賀
茂
家
当
主
・
勘
解
由
小
路

在
富
が
後
継
者
の
な
い
ま
ま
に
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）
に
死
去
し
た
こ
と58
で
、断
絶

の
危
機
に
瀕
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、山
科
言
継
か
ら
土
御
門
有
春
（
宗
肩
軒
）
へ
宛

て
た
書
簡
中
に
、「
賀
二
位
（
在
富
…
…
筆
者
註
）
逝
去
、
言
語
道
断
之
儀
候
、
就
二
其

跡
職
之
事
一
、
既
及
二
断
絶
一
候
間
」59

と
あ
る
こ
と
か
ら
、
宮
中
で
は
暦
道
が
在
富
の
死

去
を
も
っ
て
既
に
断
絶
に
及
ん
だ
と
い
う
認
識60
で
あ
っ
た
こ
と
も
先
学
に
よ
り
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
の
後
賀
茂
家
は
安
倍
有
春
次
男
の
在
高
が
養
子
と
な
る
こ

と
で
か
ろ
う
じ
て
存
続
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
経
緯
の
後
、
賀
茂
家
と
し
て
天
正
八

年
（
一
五
八
〇
）
に
宮
廷
に
復
帰
し
た
の
が
賀
茂
在
昌
で
あ
っ
た61
。
彼
は
、賀
茂
在
富

の
養
子
で
あ
り
、天
正
五
年
（
一
五
七
七
）
に
五
十
五
歳
で
叙
爵
（
従
五
位
下
）
し
、そ

の
後
天
正
八
年
に
宮
廷
陰
陽
師
と
し
て
公
務
に
携
わ
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
在
野

で
活
動
し
て
い
た
と
さ
れ
る62
。
在
昌
は
そ
の
当
時
既
に
五
十
代
後
半
で
あ
り
、
官
位

獲
得
も
遅
く
、
最
終
到
達
位
も
従
四
位
下
に
留
ま
っ
た63
。
こ
の
在
昌
が
作
成
し
た
地

震
動
表
現
を
含
ん
だ
勘
文
は
『
義
演
准
后
日
記
』
中
に
残
さ
れ
て
い
る
。

危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
は
土
御
門
家
も
同
様
で
あ
っ
て
、
文
禄
三
年
（
一
五
九
四
）

頃
に
土
御
門
久
脩
が
豊
臣
秀
吉
の
諱
忌
に
触
れ
て
追
放
、
闕
職64
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
陰
陽
道
家
は
こ
の
時
一
時
断
絶
し
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
陰
陽
師
の
位
階
を
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四
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分
析
し
た
柳
原
敏
昭
氏
の
研
究
で
は
、
三
位
以
上
に
至
っ
た
陰
陽
師
は
、
室
町
時
代

で
は
二
十
四
人
、
安
土
桃
山
時
代
で
は
一
人
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
十
六
人65
に
な
る

と
さ
れ
、
戦
国
期
に
は
陰
陽
道
家
全
体
が
衰
退
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
地
震
動
表
現
の
記
録
数
が
減
少
し
て
い
っ
た
時
代
に
は
、
そ
の
発

信
者
で
あ
っ
た
陰
陽
師
社
会
全
体
が
衰
退
し
、
さ
ら
に
は
一
時
断
絶
す
る
状
況
に
ま

で
陥
っ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
震
動
表
現
数
の
衰
退
の
一
因
と
し
て
、
表
現

の
発
信
媒
体
で
あ
る
天
文
密
奏
を
行
っ
て
い
た
主
体
者
、
つ
ま
り
陰
陽
道
家
全
体
の

衰
退
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
本
章
で
は
、
地
震
動
表
現
記
録
数
の
表
出
と
衰
退
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
背
景
に
つ
い
て
検
討
し
た
。
本
表
現
の
表
出
・
衰
退
と
も
に
、
そ
の
背
景
に

は
地
震
発
生
状
況
の
変
化
で
は
な
く
、
表
現
の
発
信
者
で
あ
る
陰
陽
家
と
そ
れ
を
取

り
巻
く
社
会
状
況
が
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

本
稿
で
は
、
中
世
の
地
震
の
記
録
に
特
徴
的
に
表
れ
る
「
地
震
動
表
現
」
に
つ
い

て
、
第
一
章
で
は
、
そ
の
定
義
を
明
確
に
し
た
う
え
で
、
記
録
傾
向
の
面
と
本
表
現

の
基
盤
と
な
る
概
念
か
ら
そ
の
実
態
に
迫
っ
た
。
地
震
動
表
現
は
、
地
震
の
吉
凶
や

意
味
を
示
し
た
表
現
で
あ
り
「
龍
神
動
・
火
神
動
・
金
翅
鳥
動
・
天
王
動
（
帝
釈
動
）・

水
神
動
」
と
い
う
形
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
記
録
が
み
ら
れ
る
期
間
は
、
永
万
二
年

（
一
一
六
六
）
〜
慶
長
十
三
年
（
一
六
〇
八
）
ま
で
と
な
っ
て
お
り
、中
世
初
期
に
表
出

し
、
中
世
末
期
に
減
少
し
て
い
く
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。

第
二
章
で
は
、「
地
震
動
表
現
」
の
典
拠
典
籍
に
着
目
し
、
天
文
書
『
天
地
瑞
祥

志
』
と
仏
教
書
『
大
智
度
論
』
が
主
な
典
拠
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
た
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
書
誌
や
性
質
か
ら
、
地
震
動
表
現
は
、
讖
緯
説
に
特
徴
的
且
つ
陰
陽
道
と

も
関
連
の
深
い
陰
陽
五
行
説
・
災
異
瑞
祥
思
想
・
天
人
相
関
説
等
の
観
念
に
加
え
て
、

仏
教
に
お
け
る
地
震
認
識
と
も
密
接
に
関
連
し
、
そ
の
結
果
表
出
し
た
表
現
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
た
。

第
三
章
で
は
、「
地
震
動
表
現
」
の
登
場
と
衰
退
の
背
景
を
検
討
し
た
。「
地
震
動

表
現
」
の
初
出
記
録
は
、
一
二
世
紀
末
の
安
部
泰
親
に
よ
る
地
震
勘
文
で
あ
る
が
、

そ
れ
以
前
に
も
陰
陽
道
の
地
震
認
識
に
お
い
て
地
震
発
生
時
の
月
行
へ
の
着
目
が
窺

え
る
点
な
ど
か
ら
、「
地
震
動
表
現
」
は
泰
親
に
よ
っ
て
創
出
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、

泰
親
の
勘
文
を
契
機
に
表
出
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
、
表
出

の
背
景
と
し
て
、
当
該
期
の
貴
族
社
会
に
お
け
る
陰
陽
師
へ
の
社
会
的
要
請
の
上
昇

と
そ
れ
に
と
も
な
う
競
合
状
況
や
、
序
列
に
関
わ
ら
ず
能
力
の
あ
る
特
定
の
陰
陽
師

を
重
用
す
る
方
針
へ
の
変
化
と
い
う
陰
陽
師
を
取
り
巻
く
社
会
状
況
の
変
化
が
根
底

に
あ
っ
た
。
自
身
の
能
力
の
誇
示
が
今
ま
で
以
上
に
必
要
に
な
っ
て
い
た
状
況
の
な

か
、
泰
親
も
い
わ
ば
能
力
ア
ピ
ー
ル
活
動
に
よ
っ
て
、
同
時
代
の
他
氏
や
こ
れ
ま
で

の
陰
陽
師
と
の
差
別
化
を
図
っ
た
。
そ
の
活
動
の
一
環
と
し
て
、
月
行
と
い
う
判
断

基
準
に
着
目
し
て
解
釈
を
行
っ
て
い
た
従
来
の
陰
陽
師
の
地
震
解
釈
だ
け
で
な
く
、

そ
れ
を
基
に
し
た
分
類
の
概
念
つ
ま
り
「
地
震
動
表
現
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
た

可
能
性
が
指
摘
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
地
震
認
識
の
変
化
と
い
う
よ
り
は
、
院
政
期

に
お
け
る
貴
族
社
会
と
陰
陽
師
と
の
関
係
の
変
化
が
地
震
動
表
現
の
表
出
を
も
た
ら

し
た
と
い
え
る
。
次
い
で
、
衰
退
の
背
景
と
し
て
、
地
震
動
表
現
の
記
録
数
が
減
少

し
て
い
っ
た
時
代
に
は
、
そ
の
発
信
者
で
あ
っ
た
陰
陽
師
社
会
全
体
が
衰
退
し
、
さ

ら
に
は
一
時
断
絶
す
る
に
陥
っ
て
い
た
状
況
が
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
地
震
動

表
現
数
の
減
少
の
一
因
と
し
て
、
表
現
の
発
信
媒
体
で
あ
る
天
文
密
奏
を
行
っ
て
い

た
主
体
者
、
つ
ま
り
陰
陽
道
家
全
体
の
衰
退
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
た
。

こ
う
し
た
背
景
を
も
つ
「
地
震
動
表
現
」
が
中
世
に
お
い
て
の
み
み
ら
れ
る
こ
と

が
示
す
の
は
、
次
の
点
で
あ
ろ
う
。
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
地
震
を

捉
え
る
思
想
に
は
、
大
き
く
天
譴
思
想
・
御
霊
信
仰
・
災
異
思
想
の
3
つ
を
根
底
に

し
た
認
識
が
あ
っ
た
。
本
稿
で
注
目
し
た
「
地
震
動
表
現
」
は
災
異
思
想
に
根
差
し
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た
捉
え
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
3
つ
の
思
想
は
、「
災
害
」
認
識
と
し
て
の
天
譴
思
想
・

御
霊
信
仰
、「
災
異
」
認
識
と
し
て
の
災
異
思
想
や
陰
陽
道
に
お
け
る
地
震
認
識
（
天

人
相
関
説
＋
讖
緯
説
＋etc.

）
と
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の

う
ち
、
陰
陽
道
に
お
け
る
「
災
異
」
と
し
て
の
認
識
、
と
く
に
「
地
震
動
表
現
」
が

示
す
、
月
の
位
置
を
基
準
に
地
震
動
を
分
類
し
、
そ
の
分
類
に
よ
っ
て
地
震
の
意
味

を
解
釈
す
る
と
い
う
概
念
は
、そ
の
記
録
傾
向
か
ら
中
世
に
特
有
の
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
そ
の
背
景
に
は
、
表
現
の
主
た
る
発
信
者
で
あ
っ
た
陰
陽
道
家
の
盛
衰
が
あ
っ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
に
お
い
て
地
震
は
災
害
・
災
異
の
両
側
面
を
も
つ
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
し
て
、
中
世
末
期
ご
ろ
の
地
震
動
表
現
数
の
衰
退
か
ら
は
、
陰
陽
道
家

の
衰
退
と
と
も
に
、
地
震
の
災
異
と
し
て
の
側
面
が
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
と
考
え

ら
れ
、
地
震
認
識
は
中
世
に
お
い
て
多
様
な
次
元
で
変
容
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

注①　
北
原
糸
子
・
木
村
玲
欧
「
災
害
観
の
変
遷
」
北
原
糸
子
・
松
浦
律
子
・
木
村
玲
欧
編

『
日
本
歴
史
災
害
事
典
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
八
一
頁
。

②　

西
岡
虎
之
助
「
王
朝
時
代
の
地
震
と
そ
れ
に
対
す
る
思
想
」『
西
岡
虎
之
助
著
作
集 

第
三
巻 

文
化
史
の
研
究
Ⅰ
』
三
一
書
房
、
一
九
八
四
年
（
初
出
一
九
二
三
年
）。

③　

保
立
道
久
「
平
安
時
代
末
期
の
地
震
と
龍
神
信
仰

―
『
方
丈
記
』
の
地
震
記
事
を

切
り
口
に
」『
歴
史
評
論
』
七
五
〇
号
、
二
〇
一
二
年
、
同
『
歴
史
の
な
か
の
大
地
動

乱

―
奈
良
・
平
安
の
地
震
と
天
皇
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
二
年
。

④　

例
え
ば
、『
方
丈
記
』
に
み
る
地
震
を
含
め
た
災
害
に
関
す
る
記
述
を
対
象
に
、
鴨

長
明
の
災
害
観
を
分
析
し
た
水
野
章
二
『
中
世
の
人
と
自
然
の
関
係
史
』
吉
川
弘
文

館
、
二
〇
〇
九
年
。
ま
た
、『
玉
葉
』『
吾
妻
鏡
』
に
み
る
地
震
認
識
を
分
析
し
た
研
究

と
し
て
、以
下
の
も
の
が
あ
る
。
若
林
晴
子
「
天
変
地
異
の
解
釈
学

―
『
玉
葉
』
に

見
る
中
世
の
災
害
意
識
」
増
尾
伸
一
郎
・
北
條
勝
貴
編
『
環
境
と
心
性
の
文
化
史

―

上 

環
境
の
認
識
』
勉
誠
出
版
、二
〇
〇
三
年
。
湯
浅
吉
美
「『
吾
妻
鏡
』
に
見
え
る
地

震
記
事
を
め
ぐ
っ
て

―
鎌
倉
武
士
の
地
震
観
」『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
〈
人
間
学
部

篇
〉』
八
号
、
二
〇
〇
八
年
。
同
「
九
条
兼
実
の
地
震
観

―
『
玉
葉
』
に
見
る
地
震

記
事
の
検
討
」『
埼
玉
学
園
大
学
紀
要
〈
人
間
学
部
篇
〉』
九
号
、
二
〇
〇
九
年
。

⑤　

前
掲
②
西
岡
論
文
、
三
三
五
頁
。

⑥　

前
掲
④
湯
浅
二
〇
〇
八
論
文
、
森
茂
暁
「
日
記
に
引
用
さ
れ
た
文
書
と
そ
の
性
格

―
『
満
済
准
后
日
記
』
を
素
材
と
し
て
」
同
『
中
世
日
本
の
政
治
と
文
化
』
思
文

閣
、
二
〇
〇
六
年
（
初
出
二
〇
〇
一
年
）
な
ど
。

⑦　

黒
田
日
出
男
『
龍
の
棲
む
日
本
』
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
三
年
。

⑧　

前
掲
③
保
立
論
文
。

⑨　

児
島
啓
佑
「
元
暦
地
震
と
龍
の
口
伝

―
『
愚
管
抄
』
を
中
心
に
―
」『
軍
記
と
語

り
物
』
五
四
号
、
二
〇
一
八
年
。

⑩　
『
愚
管
抄
』
に
お
け
る
「
龍
王
動
」
に
対
す
る
こ
れ
ま
で
の
注
釈
に
つ
い
て
、
児
島

氏
は
次
の
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
中
島
悦
次
氏
は
「
龍
王
動
」
に
対
し
、

「
今
の
上
下
動
」
と
注
釈
（
中
島
悦
次
『
愚
管
抄 

全
註
解
』
有
精
堂
、一
九
六
九
年
）、

大
隈
和
雄
氏
が
現
代
語
訳
に
こ
れ
を
反
映
（「
地
の
ゆ
れ
方
は
ひ
と
か
た
で
は
な
く
、

龍
王
動
と
い
う
地
下
の
龍
が
上
下
に
動
く
よ
う
な
ゆ
れ
方
で
あ
っ
た
。世
間
で
は
平
相

国
が
龍
と
な
っ
て
震
動
さ
せ
て
い
る
の
だ
と
噂
し
た
」
大
隈
和
雄
『
愚
管
抄 

全
現
代

語
訳
』
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
二
年
）、
赤
松
俊
秀
氏
が
『
山
槐
記
』
元
暦
二
年

七
月
九
日
条
の
「
地
動
者
龍
所
動
也
」
と
い
う
同
時
代
の
記
述
を
指
摘
し
て
い
る
（
岡

見
正
雄
・
赤
松
俊
秀
校
註『
日
本
古
典
文
学
大
系
八
六 

愚
管
抄
』岩
波
書
店
、一
九
六
七

年
）。
児
島
氏
に
よ
る
こ
の
指
摘
は
従
来
こ
の
概
念
の
認
識
が
不
足
し
て
い
た
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

⑪　

前
掲
⑨
児
島
論
文
、
六
〇
頁
。

⑫　

今
井

「
宿
曜
地
震
占
」
年
代
学
研
究
会
編
『
天
文
・
暦
・
陰
陽
道
』
岩
田
書
院
、

一
九
九
五
年
。

⑬　

前
掲
⑫
今
井
論
文
、
三
一
〇
〜
三
一
一
頁
。

⑭　
『
神
道
大
系 

論
説
編
十
六
』（『
改
定
史
籍
集
覧
』
も
参
照
）。

⑮　
『
史
料
大
成
』。

⑯　

観
応
元
年
（
一
三
五
〇
）
五
月
二
十
五
日
条
「
申
刻
大
地
震
、
火
神
動
」。

⑰　

応
永
二
年
（
一
三
九
五
）
二
月
二
十
三
日
条
「
廿
三
日
、
地
震
、
天
帝
動
」。

⑱　

応
永
七
年
（
一
四
〇
〇
）
十
月
二
十
四
日
条
「
今
夜
戌
刻
地
震
、
龍
神
動
云
々
」。

⑲　

中
村
璋
八
「
陰
陽
道
に
受
容
さ
れ
た
「
緯
書
」
に
つ
い
て
」
村
山
修
一
編
『
陰
陽
道

叢
書
4
』
名
著
出
版
、
一
九
九
三
年
、
二
六
一
頁
。
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⑳　

前
掲
⑲
中
村
論
文
、
二
七
三
頁
。

㉑　

前
掲
⑲
中
村
論
文
、
二
六
〇
頁
。

㉒　

前
掲
⑲
中
村
論
文
、
二
六
一
頁
。

㉓　

水
口
幹
紀
『
日
本
古
代
漢
籍
受
容
の
史
的
研
究
』
第
Ⅱ
部
第
一
章
「『
天
地
瑞
祥
志
』

の
成
立
と
伝
来
に
関
す
る
考
察
」
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
五
年
、
一
七
七
頁
。

㉔　

前
掲
㉓
水
口
著
書
、
一
七
八
頁
。

㉕　

前
掲
㉓
水
口
著
書
、
一
八
〇
〜
一
八
一
頁
。

㉖　

前
掲
㉓
水
口
著
書
、
三
三
八
〜
三
四
一
頁
。

㉗　

中
村
璋
八
「
天
地
瑞
祥
志
に
つ
い
て
」『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』
汲
古
書
院
、

一
九
八
五
年
。
五
〇
五
頁
。

㉘　

貞
観
十
八
年
（
八
七
六
）
七
月
二
十
七
日
条
。

㉙　

中
村
璋
八「
天
文
要
録
に
つ
い
て
」『
日
本
陰
陽
道
書
の
研
究
』汲
古
書
院
、一
九
八
五

年
、
四
七
五
〜
四
七
六
頁
。

㉚　

前
掲
㉙
中
村
論
文
、
四
八
〇
頁
。

㉛　

前
掲
㉓
水
口
著
書
、第
Ⅱ
部
第
四
章
「
中
世
に
お
け
る
『
天
地
瑞
祥
志
』
の
利
用
状

況
」
三
四
一
頁
。

32　
『
昭
和
新
纂
国
譯
大
蔵
経
』。

33　
『
国
史
大
辞
典
』「
二
十
八
宿
」
斉
藤
国
治
執
筆
項
。

34　
『
国
史
大
辞
典
』「
大
智
度
論
」
藤
田
宏
達
執
筆
項
。

35　
『
大
日
本
古
文
書
』（
編
年
文
書
）
七
巻
「
佐
伯
浄
足
寫
経
手
實
」（
天
平
十
一
年
）

な
ど
。

36　

前
掲
⑨
児
島
論
文
、
六
〇
頁
。

37　
『
後
愚
昧
記
』（『
大
日
本
古
記
録
』）
永
徳
三
年
（
一
三
八
三
）
四
月
二
十
七
日
条
。

38　

前
掲
㉓
水
口
著
作
、
三
四
〇
頁
。

39　
『
大
日
本
古
記
録
』。

40　

村
山
修
一
『
日
本
陰
陽
道
史
総
説
』
塙
書
房
、
一
九
八
一
年
、
七
一
頁
、
一
九
八
頁
。

41　

康
治
元
年
六
月
十
四
日
条
。

42　

前
掲
②
西
岡
論
文
、
三
三
五
頁
。

43　

赤
澤
春
彦
「
鎌
倉
期
に
お
け
る
安
倍
氏
の
展
開
」『
鎌
倉
期
官
人
陰
陽
師
の
研
究
』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
一
年
（
初
出
二
〇
〇
八
年
）、
二
六
六
〜
七
頁
。

44　

前
掲
43
赤
澤
論
文
、
二
六
七
頁
。

45　

山
下
克
明
「
安
部
清
明
の
邸
宅
と
そ
の
伝
領
」『
平
安
時
代
陰
陽
道
史
研
究
』
思
文

閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
（
初
出
：
二
〇
〇
一
年
）、
一
八
八
頁
。

46　
『
台
記
』（『
史
料
大
成
』）
久
安
四
年
（
一
一
四
八
）
七
月
十
九
日
条
。

47　
『
玉
葉
』（『（
図
書
寮
叢
刊
』）
承
安
二
年
（
一
一
七
二
）
五
月
十
三
日
条
な
ど
。

48　

山
下
克
明
「
安
部
清
明
の
「
土
御
門
の
家
」
と
清
明
伝
承
」『
平
安
時
代
陰
陽
道
史

研
究
』
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
（
初
出
二
〇
〇
二
年
）、
一
二
〇
六
頁
。

49　

前
掲
45
山
下
論
文
、
一
八
八
頁
。

50　

前
掲
43
赤
澤
論
文
、
一
八
九
頁
。

51　
『
兵
範
記
』（『
史
料
大
成
』）
保
元
二
年
正
月
二
十
四
日
条
な
ど
。

52　

前
掲
45
山
下
論
文
、
一
八
八
頁
。

53　

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
架
蔵
影
写
本
、
請
求
番
号
：3061-6

。

54　

遠
藤
克
己
『
近
世
陰
陽
道
史
の
研
究
』
未
来
工
房
、
一
九
八
五
年
、
七
五
頁
。

55　

梅
田
千
尋「
陰
陽
道
本
所
土
御
門
家
の
組
織
展
開
―
近
世
本
所
支
配
の
諸
相
」『
近
世

陰
陽
道
組
織
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
九
年
（
初
出
二
〇
〇
三
年
）、
三
六
頁
。

56　

前
掲
54
遠
藤
著
書
、
七
〇
頁
。

57　

前
掲
40
村
山
著
書
、
三
六
〇
頁
。

58　

末
柄
豊
「
応
仁
・
文
明
の
乱
以
後
の
室
町
幕
府
と
陰
陽
道
」『
東
京
大
学
史
料
編
纂

所
研
究
紀
要
』
第
六
号
、
一
九
九
六
年
、
四
二
頁
。

59　
『
言
継
卿
記
』（
高
橋
隆
三
他
校
訂
、続
群
書
類
従
完
成
会
）
永
禄
八
年
（
一
五
六
五
）

十
二
月
条
（
附
箋
）。

60　

木
場
明
志
「
賀
茂
家
断
絶
の
事
―
永
禄
〜
文
禄
期
宮
廷
陰
陽
道
の
展
開
」
村
山
修
一

編
『
陰
陽
道
叢
書 

中
世
篇
』、
名
著
出
版
、
一
九
九
一
年
、
一
六
五
頁
。

61　

前
掲
60
木
場
論
文
、
一
七
七
頁
。

62　

前
掲
60
木
場
論
文
、
一
七
七
頁
。

63　

木
村
純
子
『
室
町
時
代
の
陰
陽
道
と
寺
院
社
会
』
勉
誠
出
版
、二
〇
一
二
年
、六
三
九

頁
。

64　

前
掲
45
山
下
論
文
、
一
九
一
頁
。

65　

柳
原
敏
昭
「
室
町
政
権
と
陰
陽
道
」
村
山
修
一
編
『
陰
陽
道
叢
書 

中
世
篇
』
名
著

出
版
、
一
九
九
一
年
、（
初
出
一
九
八
八
年
）、
一
二
九
―
一
三
〇
頁
。

（
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


